　　年　　月　　日　
株式会社○○○○

代表取締役　○○　○○　様

（統括防火管理者）
株式会社○○○○

代表取締役　○○　○○　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表的な管理権原者）
統括防火管理者が行うべき防火管理上必要な業務等について
　消防法施行規則（昭和３６年政令第３７号）第３条の３第２号及び第３号の規定に基づき、株式会社○○○○の統括防火管理者が行う防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務等は、下記のとおりとする。

記

１　○○○ビルの全体についての消防計画書を作成すること。

２　○○○ビル全体についての消防計画書に基づく消火、通報及び避難訓練の実施並びに廊下、階段、避難口その他避難上必要な施設の管理、その他全体についての防火管理上必要な業務を適正に行うこと。

３　○○○ビル全体についての防火管理上必要な業務を行う場合において、必要があると認めるときは、当該部分ごとに選任した防火管理者に対し、必要な措置を講ずるよう指示すること。

４　上記事項について遵守し、かつ、防火管理業務の知識の向上に努めること。
